
令和 年 月

公 益 財 団 法 人 広 島 県 下 水 道 公 社

設計年月 ８ ４

場　　所 広島市南区向洋沖町１番１号

課　員

令和８年度　　　仕　様　書

概　　　　　　要

　経年劣化が進行している、№2発電機始動用蓄電池の交換を行うこと

で修繕する。

名　　称
太田川流域下水道東部浄化センター

№2発電機始動用蓄電池修繕業務

業務部長 水質課長 管理課長 設　計 検　算 課　員



（甲）

業務金額 消費税等相当額 設計業務費 業務名

太田川流域下水道

　内　　訳

種    別 形状･寸法 単位  摘　    　　要

１． 機 器 費 式 1 00

２． 直 接 業 務 費 式 1 00

３． 間 接 業 務 費 式 1 00

業 務 原 価

４． 一 般 管 理 費 等 式 1 00

業 務 価 格

５． 消 費 税 等 相 当 額 式 1 00

設 計 業 務 費 合 計

№2発電機始動用蓄電池修繕業務

工　種　・　名　称 数   量 単 　  価 金  　　　額

（公財）広島県下水道公社



（乙）

41

種    別 形状･寸法 単位  摘　    　　要

１． 機 器 費 式 1 00         明第   1   号

２． 直 接 業 務 費 式 1 00

(1) 労 務 費 式 1 00

一 般 労 務 費         明第   2   号

技 術 労 務 費         明第   3   号

(2) 直 接 経 費 式 1 00

機 械 経 費

(3) 仮 設 費 式 1 00

３． 間 接 業 務 費 式 1 00

(1) 共 通 仮 設 費 式 1 00

共 通 仮 設 費 （ 率 ）

準 備 費         明第   4   号

(2) 現 場 管 理 費 式 1 00

(3) 据 付 間 接 費 式 1 00

工　種　・　名　称 数   量 単 　  価 金  　　　額

（公財）広島県下水道公社



（乙）

55

種    別 形状･寸法 単位  摘　    　　要

据 付 ( 技 術 者 ) 間 接 費

据 付 ( 機 器 ) 間 接 費

業 務 原 価

４． 一 般 管 理 費 等 式 1 00

業 務 価 格

５． 消 費 税 等 相 当 額 式 1 00

設 計 業 務 費 合 計

工　種　・　名　称 数   量 単 　  価 金  　　　額

（公財）広島県下水道公社



# 6 0 明第 1 号

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考
機器費

1 式
0 ベント型焼結式アルカリ蓄電池
1 AHH 120 SE

40セル
1 組

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

＊機器費＊ 明細表  
費目・工種・施工名称など

（公財）広島県下水道公社



# 6 0 明第 2 号

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考
一般労務費

1 式
0 電工
0

人
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

＊一般労務費＊ 明細表  
費目・工種・施工名称など

（公財）広島県下水道公社



# 6 0 明第 3 号

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考
技術労務費

1 式
0 技術者
0 据付

人
0 技術者
0 単体調整

人
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

＊技術労務費＊ 明細表  
費目・工種・施工名称など

（公財）広島県下水道公社



# 6 0 明第 4 号

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考
準備費

1 式
0 廃材処分費
1

1 式
0 廃材運搬費
1

1 式
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

＊準備費＊ 明細表  
費目・工種・施工名称など

（公財）広島県下水道公社



1 業務名称

2 業務場所

3 業務期間
契約締結日の翌日から令和９年3月31日まで

4 業務仕様
別紙「一般事項」及び本仕様書による。

5 業務概要

6 業務内容
（１）対象設備
　Ⅰ系送風機棟№２非常用発電機設備

№２始動用直流電源盤
ベント型焼結式アルカリ蓄電池
JIS形式：AHH 120 SE　40セル
既設品　参考規格：QFG120E　40セル　GSユアサ

（２）修繕内容
①蓄電池の交換

蓄電池40セルの交換を行う。
②機能確認、試験

交換後、機能確認及び試験を行う。（機能確認、試験はメーカー標準による。）

（３）施工条件
　　別紙１・一般事項に記載のほか、作業予定日に雷雨等により停電発生の恐れが

ある場合は、日程の変更が必要となる場合がある。

（４）撤去品
　撤去部品は、適正に処分すること。

7 関係法令及び責務の遵守
関係法令（労働安全衛生法等）で定める事項を遵守すること。

8 その他
　工程及び作業内容については，監督員及び運転管理委託業者と協議し，調整及
び連絡を取りながら行うこと。

　

仕 様 書

太田川流域下水道東部浄化センター
№2発電機始動用蓄電池修繕業務

広島市南区向洋沖町１番１号

修繕する。
　経年劣化が進行している、№2発電機始動用蓄電池の交換を行うことで



業務名
　太田川流域下水道東部浄化センター
  №2発電機始動用蓄電池修繕業務 図面番号 １/２縮尺 ― 種別   全体配置図 業務場所 　広島市南区向洋沖町１番１号

太田川東部浄化センター

業務場所



業務名
　太田川流域下水道東部浄化センター
  №2発電機始動用蓄電池修繕業務 図面番号 ２/２縮尺 ― 種別

発電機室
平面図 業務場所 　広島市南区向洋沖町１番１号

対象箇所



　別紙－１(R05.08.18～)

一　般　事　項

１　適　用

　　この仕様書は、（公財）広島県下水道公社が発注する修繕業務の実施に適用する。

２　提出書類

　　「別紙－提出書類」による。

３　承諾書の提出

　　本業務に使用する機器・資材等の製作及び手配並びに施工については、発注者が必要と認めた

　場合、承諾図書等により承諾を受けた後に着手するものとする。

４　完成図書の提出

　(１)　本業務の完成図書は、発注者が必要と認めた場合、２部提出する。

　(２)　本業務の完成図書には、完成図、取扱説明書、試験成績表、業務報告書及びその他必要書

　　　類を全て網羅するとともに、目次及び業務概要並びに業務施工場所を記した配置図を添付す

　　　る。

　(３)　完成図書はＡ４判ファイルを使用し、背表紙に施工年度、業務名、請負業者名を記載する。

５　現場作業の注意事項

　(１)　本業務の現場着手時には、工程表及び必要に応じて施工手順書類を提出し、監督員と十分

　　　な打ち合わせを行い、施設の運転に支障のないように施工するものとする。

　(２)　本業務の作業日及び作業時間は、原則として施設の通常勤務日、勤務時間内とする。（施

　　　設の通常勤務日、勤務時間内以外は、原則として業務を実施しない日及び時間とする。）

　(３)　天候の状況によっては、現場作業の中止、変更及び延期を申し出ることができる。

　(４)　本業務において使用する業務用水及び業務用電力は、施設の運転に支障のない限り施設の

　　　ものを使用することができる。なお、使用に当たっては、極力節減に努めること。

　(５)　受注者の責めに帰する理由により業務目的物、または既存の施設、器物に損害を与えた場

　　　合は監督員の指示に従い、受注者の負担において原状に復旧するものとする。

　(６)　業務は、原則として監督員立会いのもとに行わなければならない。ただし、監督員の承諾

　　　を得た場合はこの限りでない。

　(７)　作業中に発生した塵芥等は、受注者の責任において処理するものとし、作業場所周辺は常

　　　に整理・整頓を心がけなければならない。

６　設計図書に明示していない事項であっても、業務の目的に照らして当然必要と認められる事項

　については、受注者の責任において実施するものとする。

７　安全管理

　　受注者は、業務の実施に当たっては常に細心の注意を払い、労働安全衛生法等を遵守して作業

　員の安全を図らなければならない。

８　業務の施工にあたっては、「建設工事公衆災害防止対策要綱建設工事編」(建設省事務次官通

　達平成５年１月１２日付建設省経建発第１号）を遵守して公衆災害防止に努めるものとする。



９　受注者は、建設業法に違反する次の行為を行ってはならない。

　(１)　一括下請けを行うこと。

　(２)　作業現場に配置しなければならない主任技術者について、適切な資格、技術力等を有する

　　　者（その職務に従事する者で、受注者と直接かつ恒常的な雇用関係にあるものに限る。）の

　　　配置を怠ること。

10　本業務に関わる法令及び日本工業規格等の規格は、これを遵守すること。

11　受注者は円滑な業務の遂行を図るために、業務妨害等を行う圧力団体等の不当介入に対して、

　適切な処置を講じるように努めなければならない。

　(１)　圧力団体等から業務妨害の被害を受けた場合は、被害届を速やかに警察に提出するととも

　　　に、その旨を直ちに監督員に報告しなければならない。

　(２)　警察から「被害受理証明書」が交付され、かつ工程調整を行ったにもかかわらず、業務期

　　　間に遅れが生じるおそれがある場合は、業務期間延期を求める書類に、当該証明書を添付し

　　　提出しなければならない。

12　廃材処分等

　　本業務により発生する建設廃材等の産業廃棄物及び屑・がら等の廃棄物は、「廃棄物の処理及

　び清掃に関する法律」に適合するように処理し、業務完了時には中間処理までのマニフェストＡ、

　Ｂ２票（排出事業者送付用）の写しを提出しなければならない。

　　また、最終処分完了後にＤ、Ｅ票の写しを提出しなければならない。

13　疑義の解釈

　　仕様書等において疑義を生じた場合、又は定めのない事項については、発注者と受注者が協議

　してこれを定める。



No. 書類名 添付書類
該当する請負
契約附帯条項等

部数 提出期限 作成者

契約関係書類

1
業務計画書
（内容変更及び変更契約の場合対象となる変
更時の書類を提出）

工程計画書，職務分担表，緊急連絡体
制表

２条関係 1
契約締結後
14日以内

受注者

2
請負代金内訳書
（変更契約の場合も提出）

２条の２関係 1
契約締結後
14日以内

受注者

3

施工体制台帳，施工体系図（２次下請以降は
再下請負通知書）
（内容変更及び変更契約の場合対象となる変
更時の書類を提出）

作業員名簿，建設業許可の写し，注文
書，注文請書，下請け基本契約約款，
技術者の該当資格証の写し又は実務経
歴書，雇用形態が確認できる書類の写
し

６条の２関係 １ その都度 受注者

4
監督員（権限分担・権限委任）通知書
（内容変更及び変更契約の場合対象となる変
更時の書類を提出）

９条関係 1 契約後ただちに 発注者

5
現場代理人及び主任技術者等指名（変更）届
（内容変更及び変更契約の場合対象となる変
更時の書類を提出）

技術者の該当資格証の写し又は実務経
歴書，雇用形態が確認できる書類の写
し，誓約書（兼務に関する）

10条関係 １
契約締結後
14日以内

受注者

6 業務内容変更・業務一時中止通知 18条,19条関係 １ その都度 発注者

7 業務期間延長（短縮）申請書 20条,21条関係 1 その都度
受注者（発注

者）

8 業務期間の変更について（協議） 22条関係 １ その都度 発注者

9 請負金額の変更について（協議） 23条関係 1 その都度 発注者

10 変更協議に係る承諾書 22条,23条関係 1 その都度 受注者

11 完了通知書（修補完了届） 30条関係 1
契約業務期間終
了14日前までに

受注者

12 検査調書（修補調書） 30条関係 １ 検査合格後 発注者

13 引渡書 30条関係 1 検査合格後 受注者

14 請求書 31条関係 １ 検査合格後 受注者

業務監理書類

1 業務打合せ簿 2 必要に応じ
発注者・受注者
（1部返却）

2 施工計画書 2
請負金額

250万円以上
受注者

3 承諾図（分解整備部品は除く） 2 必要に応じ
受注者

（1部返却）

4 材料確認書 2 その都度 受注者

5 段階確認書 2 その都度 受注者

6 作業日報兼作業計画（入退場報告）書 １ その都度 受注者

7 休日作業届 1 2日前まで 受注者

8 事故発生報告書 １ その都度 受注者

 

完成図書書類等

1 完成図書（業務報告書） 2 完了通知時 受注者

2 業務写真帳（Ａ４版） 2 完了通知時 受注者

3 検査試験成績表 2
必要に応じ
完了通知時

受注者

4 マニフェストの写し 2
必要に応じ
完了通知時

受注者

5 ＣＡＤデーター（JWW，DXF，SXF）等 2
監督者の指示の下、
必要に応じて提出

受注者

 

（注記）

公社指定様式あり

  （公財）広島県下水道公社 修繕業務請負契約付帯条項に基づく書類で，指定様式が無いものは都度作成する。

 部数は原則として，必要に応じて（特記）仕様書で変更

別紙－提出書類一覧

修繕業務提出書類一覧
令和６年 ４月１日


